
施設名(住所) 電話番号 居室

〈備考〉

亀山　誠二（0824）62-3322

営利法人　株式会社Ｇトラスト

グループホーム 三次 楽々苑
（南畑敷町１９８番地２）

ユニット型個室

河野　留美

【ふれあいの家えんや】
入居金98,000円が必要
（３か月償却）

藤原　武文

［サービス費用1割の目安］
※高額所得のある方は、サービス費用が
　 2割負担又は3割負担になる場合があります。

　○従来型個室、多床室の場合
　　　1日につき：676円(要介護 1)～943円(要介護 5)

※上記以外に、施設によっては看護体制加算、
　　夜間職員配置加算、栄養ケアマネジメント加算、
　　サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算等
　　が加わります。

※別途：食費、居住費、日常生活費など代金実費
　　（市民税非課税世帯等の低所得者である場合、食費、
　　居住費の軽減あり）

社会福祉法人　水明会

特別養護老人ホーム みよしの

（南畑敷町４１９番地１)
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【概要】
比較的安定状態にある認知症の要介護者

が、少人数(5～9人)の家庭的な環境のもと、
共同生活をおくる認知症高齢者のためのグ
ループホームで、入浴・排泄・食事等の介護
等日常生活上の世話や、機能訓練を行う

サービス

【対象者】
三次市内に住民票がある方

入所にあたっては、入所申込者が認知症の
状態にあることを主治医の診断書等で確認し
ます。少人数による共同生活に支障のない人

が対象
○ 要介護度 ： 要支援 2、要介護 1～5

［サービス費用 1割の目安］
※高額所得のある方は、サービス費用が

　 2割負担又は3割負担になる場合があります。

　○認知症対応型共同生活介護の場合
　　1ユニットのグループホーム

　　　1日につき：764円(要介護 1)
　　　　　　　　　　～858円(要介護 5)

　　2ユニットのグループホーム
　　　1日につき：752円(要介護 1)

　　　　　　　　　　～844円(要介護 5)

　○介護予防認知症対応型共同生活
　　 介護の場合

　　　1ユニットのグループホーム
　　　　1日につき：760円(要支援 2)
　　　2ユニットのグループホーム

　　　　1日につき：748円(要支援 2)

※上記以外に、事業所によっては初期加算、
　　看取り介護加算、医療連携体制加算、

　　認知症専門ケア加算、生活機能向上連携加算、
　　栄養管理体制加算、科学的介護推進体制加算、
　　夜間支援体制強化加算、サービス提供体制強
　　化加算、介護職員等処遇改善加算 等が加わり

　　ます。
　

※別途：家賃、食材料費、水道、電気、
　　理美容代、おむつ代など代金実費

　
　　一月あたり90,000～150,000円

従来型個室
多床室

児島　清志

國川　明美（0824）64-3336

【楽居】
入居時、敷金29,000円
が必要

【三次 楽々苑】
初回利用料請求時に
併せて、退去時清掃費
（30,800円)　が必要

高場　美穂子
田口　ちさと

一般社団法人　ＮＳライフ

グループホーム かわち　「ぬくもりの家」
（下川立町４８８番地２）

営利法人　有限会社ブレイクスルー

グループホーム 楽居
（南畑敷町４８８番地３）

ユニット型個室
宗安　和子
宍戸　礼恵（0824）55-6200

【さくぎ天楽庵】
1ユニットのグループ
ホーム

ユニット型個室

概要/対象者

特定非営利活動法人　元気むらさくぎ

グループホーム さくぎ 天楽庵
（作木町下作木７３９番地１）

医療法人社団　岡崎医院

ふれあいの家 えんや
（十日市西三丁目１３番１号）

ユニット型個室

社会福祉法人　慈照会

グループホーム ゆうばえ
（山家町６０７番地１２）

（0824）44-3738

（0824）65-0722

ユニット型個室

（0824）55-3326

介護施設一覧 　【三次市内の施設】

ユニット型個室 日高　来（0824）65-4077

（0824）54-7111

川口　礼子
辰川　渚

社会福祉法人　慈照会

グループホーム ふの慈照園
（布野町上布野１１０５９番地２）

社会福祉法人　優輝福祉会

グループホーム のぞみ苑
（三良坂町灰塚３７番地１２）

ユニット型個室

ユニット型個室

利用料金(目安)種類 入所窓口担当者

（0824）62-8801
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【概要】
入所定員が29人以下の老人福祉法に規定す
る特別養護老人ホームで、要介護者に対し、
施設計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介
護等日常生活の世話、機能訓練、健康管理、
療養上の世話を行う施設

【対象者】
身体上・精神上著しい障害があるため常時介
護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者
○ 要介護度 ： 要介護 3～5

社会福祉法人　慈照会

特別養護老人ホーム すいれん

(三次町１７７９番地２）

従来型個室
多床室

（0824）65-0843

長岡　展生

介

報酬改定、物価高騰の影響により利用料等変更がある場合がございます。また、入所の申込み等については、直接施設へお問い合わせまたはご相談ください。


